建設工事下請基本契約書

元請人○○株式会社（以下「甲」という）と請負人✕✕株式会社（以下「乙」という）は、本日、次のとおり建設工事下請基本契約（以下「本契約」という）を締結した。

第1条
本契約の有効期限は令和○年○月○日より○年間とする。ただし、期間満了の〇ヵ月前までに解約の申し入れがない限り、同じ条件で○年間更新されるものとし、その後も同様とする。

第2条
本契約は、甲が乙との間で締結する一切の請負契約（以下｢個別契約｣という｡）に適用する。
ただし、個別契約において、本契約の各条項と異なる内容のものを定めた場合は、個別契
約を優先するものとする。
第3条
個別契約は、甲が乙に対し個別の注文書を発行し、乙が当該注文書を受けて甲に注文請書

を提出したときに成立する。

2　甲は、個別契約の注文書に請負代金の額及び支払時期、工事着手及び完成時期、完成
後の検査及び引渡しの時期、工事を施行しない日その他必要事項を記載しなければならな
い。
3　乙は、本契約及び注文書・設計図面等の関連書類に基づき工事を完成し、これを甲に
引渡す。
第4条

甲は、個別契約ごとに請負金額を、乙の指定する銀行口座に振込む形で支払う。なお、振
込手数料は甲の負担とする。

2　工事の追加、変更があった場合、または予期することのできない急激な物価、賃金等の変動により請負代金額が適当でないと認められる場合には、乙は甲に本条1項の金額の変更を請求することができる。
第5条
乙は、事前に甲の書面による同意を得ていた場合を除き、次に掲げる行為をしてはならな
い。

⑴本契約により生じる権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、また担保と
する行為

⑵本契約に基づき締結する個別契約工事の全部または一部を第三者に委託し、または請
け負わせる行為 
第6条
個別契約に基づき完成した建物(以下「完成建物」という。)の引渡しまでに、通常の施工について生じた建築設備の機器等の損害は、乙の負担とする。

2　前項の損害が甲の責に帰すべき事由による場合には、甲がこれを負担する。
3　乙は、第1項の損害の発生を理由として、工期の延長を請求することはできない。ただし、第2項に該当する場合はこの限りでない。
4　天災その他不可抗力によって工事の出来形部分、仮設物、搬入済の工事材料または建築機械器具（いずれも甲が確認済のものに限る）に損害を生じ、乙が、遅滞なく甲に通知し確認を受け、かつ、乙が善良な管理者としての注意をしたと認められる場合は、甲がこれを負担する。


第7条　
乙は、完成建物の引渡しまで、建設工事にかかる工事材料、建築設備の機器や工作物もしくは第三者に対して、損害の発生を防止するための措置をとらなければならない。
2本件工事により、第三者に損害が発生したときは、乙がその損害を賠償する。ただし、その損害の発生が、甲の責に帰すべき事由によるときは、甲がこれを賠償する。

2　第三者への損害が、天災など乙が善良な管理者としての注意を払っても避けることができない事由により生じたときは、甲〇乙〇の割合でその損害を賠償するものとする。
第8条　
乙が、個別契約で取決めた期間内に工事を完成させ、建物を引渡すことができないときは、甲は、乙に対して、個別契約記載の完成日翌日より遅延損害金として1日につき〇円を支払うよう請求することができる。ただし、天災その他不可抗力によって工事が遂行できなかった場合はその限りではない。
2　甲が、個別契約に定めた支払期日を過ぎても請負代金の支払いをしないときは、乙は、甲に対して、個別契約記載の支払期日翌日より遅延損害金として1日につき〇円を支払うよう請求することができる。
3　甲が前項の遅滞にあるときは、乙は、完成建物の引渡しを拒むことができる。
第9条
甲は、必要がある場合には、個別契約の中止もしくは解除をすることができる。この場合、甲は、乙に対して、個別契約の中止または解除によって生じる乙の損害を賠償する。

2　甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合には、なんらの通知催告を要することなく、本契約を解除することができる。
⑴　乙が、正当な事由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき

⑵　乙が、正当な事由なく、工期内または期限後相当期間内に、本件工事を完成する見込がないと認められるとき
　　　　・・・・・
3　甲は、前項の解除によって生じた損害を、乙に請求することができる。
第10条
乙は、甲が次に掲げる義務に違反した場合において、乙が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる
⑴　請負代金の未払い

　　　　　　　・・・・・
2　乙は、前項の解除によって生じた損害を、甲に請求することができる。また、甲が当該損害賠償の支払いを完了するまで、乙は、完成建物の引渡しを拒むことができる。
第11条
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、反社会的勢力の排除に関する以下の各号の事項を確約する。

⑴自らまたは自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。）が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員（以下総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと。
⑵自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう）が反社会的勢力ではないこと。 

⑶反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

第12条
完成建物の引渡し後○年以内に完成建物に契約不適合があった場合の履行追完責任については以下のとおりとする。
　　　　　・・・・・
第13条
本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ決定する。
第14条
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、○○地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

以上本契約の成立を証するため、本書を2通または本書の電磁的記録を作成し、甲乙記名押印もしくは署名または電子署名のうえ、各自保管する。
　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
甲　住所　
　　会社名及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
乙　住所　
　　会社名及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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